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医推第４７８号 

令和７年７月３１日 
 

各医療機関の長 殿 

 

岡山県保健医療部医療推進課長  

   

有床診療所等が行うスプリンクラー等施設整備に係る 

補助金の要望調査について（令和８年度実施分）  

 

 本県の保健医療行政の推進につきましては、格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げま
す。 

 さて、このことについて、令和８年度当初予算編成の参考とするため、スプリンクラー等施設
整備に係る補助金の要望を把握したいので、貴院において要望があれば、次により書類の提出を

お願いします。 

 なお、補助金交付要綱に記載する事業内容の変更や廃止もあることから、本要望調査は必ずし
も補助金の交付を約束するものではないことを申し添えます。 
  

記 

１ 対象事業 

  平成２６年３月７日医政発第０３０７第３号厚生労働省医政局長通知「有床診療所等スプリ

ンクラー等施設整備事業の実施について」に基づく事業 

  ※要綱等は県ホームぺージ（https://www.pref.okayama.jp/page/623692.html）からご確認 

ください。 
  

２ 提出書類 

別紙様式（スプリンクラー等施設整備要望書） 

  ※様式は県ホームページ（https://www.pref.okayama.jp/page/623692.html）からダウンロ

ードできます。 
 

３ 提出期限及び提出方法 

  提出期限：令和７年８月２２日（金）１７時 （要望がない場合、連絡は不要です。） 

  提出方法：下記担当へ電子メール又は郵送 
 

４ 留意事項 

 （１）上記様式の提出があった医療機関にのみ、令和８年３月以降に具体的な申請手続きを御

案内しますので、令和８年度に補助事業を検討している場合は、必ず御提出ください。（国

の動向により、御案内の時期が変わることがあります。） 

 （２）申請手続きの際には、短期間で事業計画書等を作成することとなりますので、見積書、

図面の作成等の準備をお願いします。 

（３）対象面積等については、現時点では概算で構いませんが、事業計画書提出の際には正確

な数値を記載する必要があります。 

（４）補助基準額等は国の要綱改正等に伴い変更される可能性があります。 

（５）補助金の内示前に工事・契約に着手しているものは補助対象になりません。 

 

 

 

〒700-8570  岡山市北区内山下2-4-6 

 岡山県保健医療部医療推進課  

   地域医療体制整備班 板垣 

E-mail：mayuko_itagaki@pref.okayama.lg.jp  

※メールでのお問い合わせにご協力ください。 

TEL : 086-226-7084 

 

https://www.pref.okayama.jp/page/623692.html）からご確認

